
第１条（会員）
１．会員とは、本規約（本規約の特約その他の本規約に附随する約
定がある場合には、これらを含みます。）を承認のうえ、株式会
社エムアイカード（以下「当社」といいます。）に対して、ロー
ンエムアイカード（以下「カード」といいます。）についての利
用を申し込み、当社が所定の審査のうえ、申込を承諾した方をい
います。

第１条の２（入会時における審査等）
入会の際には、当社所定の審査を行うほか、法令で定める本人確認
等（取引の目的、本人特定事項等）の確認を行います。
第２条（申込）
１．会員となろうとするものは、当社所定の申込書に必要事項を記
載し、かつローンエムアイカード会員契約（以下「本契約」とい
います。）が成立した場合に会員が当社に対して負担する金銭債
務の支払のため、当社があらかじめ指定する金融機関における口
座自動振替依頼書に必要事項を記載して申込を行うものとします。
２．本契約の申込には、本人確認書類、年収証明書類その他の当社
が指定する書類を添付するものとします。
３．第１項及び第２項の書類は、審査の結果等により本契約が成立
しなかった場合、本契約が終了した場合その他の事由の如何を問
わず返却されないものとします。

第３条（契約の成立とカードの貸与）
１．当社は、会員に対し、１枚のカードを発行し、本規約に定める
条項に従い会員に貸与します。本契約は、当社が本契約申込者に
対してカードを送付した場合に、送付をした時点で成立するもの
とします。

第４条（暗証番号）
１．会員は、カードの暗証番号（４桁の数字）を当社に登録するも
のとします。
２．会員は、同一数字の４連続など法則性を推知されやすいもの、
または会員の生年月日、電話番号など第三者に容易に推測されや
すいものを暗証番号として登録してはなりません。ただし、当社
は、第三者に推測されやすい番号であるか否かを確認する義務、
その登録を拒否する義務は負いません。

第５条（カード有効期限）
１．カードの有効期限は、当社が指定する日までとし、原則として
カードに表示した月の末日までとします。
２．カードの有効期限１ヵ月前までに会員より申し出がなく、当社
が引き続き会員として認める場合は、有効期限を更新した新たな
カードを発行し、貸与するものとします。

第６条（借入れ）
１．会員は、本契約に基づく債務の支払につき当社があらかじめ指
定する金融機関における口座自動振替の手続きが完了したのち、
当社が別途指定して会員に通知するカード利用可能額の範囲で、
当社所定の方法により、継続反復して金銭の借入れを受けること
ができます。
２．カードによる借入金の資金使途は、自由とします。ただし、事
業用途を除きます。
３．会員は、当社が提携している金融機関等の現金自動貸出機（Ｃ
Ｄ）または現金自動預払機（ＡＴＭ、以下ＣＤとＡＴＭを総称し
て「ＡＴＭ等」といいます。）において、当該ＡＴＭ等の稼働時
間中、当該ＡＴＭ等の定められた操作方法に従い、借入金額及び
返済方式を指定のうえ、カードを利用して金銭を借り入れること
ができるものとします。この場合において、借入金額は、原則と
して１万円以上１万円単位となります。ただし、ＡＴＭ等により、
借入金額、返済方法の指定等が制限される場合があります。

第７条（カードの利用可能額）
１．会員がカードを利用して借入ができる金額は、当社が審査し決
定した額（以下「カード利用可能額」といいます。）から、借入
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申込時点における当社に対する借入金残高を控除した金額までと
します。ただし、貸金業法または日本貸金業協会の規則（以下「貸
金業法等」といいます。）が定める金額を超えないものとします。
２．カード利用可能額は、当社が必要または適当と認めた場合には、
貸金業法等の範囲内で増額あるいは減額することができます。
３．会員は、当社が特に認めた場合を除き、カード利用可能額を超
えてカードを利用して借入れを行うことはできません。なお、カ
ード利用可能額を超えて借入をなした場合でも、会員は当該借入
金元金及びこれにかかる利息、損害金その他一切の債務について
支払義務を負うものとします。

第８条（カード融資コース及び融資利率）
１．当社は、会員が申込時に希望した融資コースを上限として、当
社所定の審査のうえ、会員の融資コースを決定します。各コース
の最大カード利用可能額及び融資利率（実質年率）は下表の通り
とします。

融資コース 最大ご利用可能額 融資利率（実質年率）

５０万円コース ５０万円 １４．８０％

１００万円コース １００万円 １４．８０％

２００万円コース ２００万円 １２．００％

３００万円コース ３００万円 ８．００％

２．利率は、金融情勢もしくは経済情勢の変化または関連法令の変
更その他の事情により、あらかじめ会員に通知しまたは当社の指
定するＡＴＭ等における表示その他の方法により公表して変更す
る場合があります。なお、変更した場合の料率は、変更後の新規
利用分から適用します。

第９条（借入金の返済方式、返済方法、返済金額）
１．カード利用による借入金と利息の返済方式は、１回払い、リボ
ルビング払いのうち、会員が借入のつどＡＴＭ等の操作その他当
社所定の方法によって指定した方法とします。
２．借入金元金、利息その他本契約に基づき会員が当社に対して負
担する一切の金銭債務（以下これを総称して「融資金等」といい
ます。）は、毎月５日に締め切り、当該締切日の属する月の２６
日を支払日として、次項に定める金額を口座自動振替の方法によ
り支払うものとします。ただし、当該日が、会員が融資金等の支
払のための自動振替口座を開設した金融機関の休業日（当該金融
機関が休業することを認められた日をいいます。）である場合に
は、当該金融機関の翌営業日を支払日とします。
３．支払日に返済すべき融資金等は、次のとおりとします。なお、
毎月締切日時点において１回払いに基づく利用残高とリボルビン
グ払いに基づく利用残高がある場合は、次の（１）によって支払
う金額と（２）の毎月の支払金額とを合算した金額を支払日に支
払うものとします。
（１�）１回払い：支払日に、１回払い利用による融資金等の全額
を返済します。

（２�）リボルビング払い：毎月支払日に、締切日時点におけるリ
ボルビング払いを指定したカードによる借入金残高（ただし、
既に支払日が到来したものを除きます）により定められた金
額を基礎として、下記「お支払額算出表」に従い定められた
金額をお支払いいただきます。なお、当該支払日に返済すべ
き融資金等が下記「お支払額算出表」の支払額に満たない場
合は全額返済するものとします。
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■お支払額算出表リボルビング払い（残高スライド方式）

締切日の残高
（既請求分を除く）

請求金額（元利合計）
50万円
コース

100万円
コース

200万円
コース

300万円
コース

～� � 200, 000円 10, 000円 10, 000円

30, 000円 40, 000円
～� � 300, 000円 15, 000円 15, 000円
～� � 400, 000円 20, 000円 20, 000円
～� � 500, 000円 25, 000円 25, 000円
～� � 700, 000円 ― 30, 000円

40, 000円 60, 000円
～1, 000, 000円 ― 50, 000円
～1, 500, 000円 ― ― 50, 000円 70, 000円
～2, 000, 000円 ― ― 60, 000円

80, 000円
～3, 000, 000円 ― ― ―

第１０条（利息計算）
１．会員が支払うべき利息は、毎月締切日における返済方式ごとの
借入残高合計額に対し、それぞれ所定の利率を乗じ、前回の約定
支払日の翌日から次の約定支払日まで１年を３６５日とする日割
計算によって計算するものとします。ただし、前回の締切日以降
に新たに借入れがなされた借入金については、当該借入日の翌日
から第１回の約定支払日までの日数により日割計算した金額とし
ます。また、締切日までに複数回ご利用の場合の利息計算方法は、
最終利息合計金額の円未満を切り捨てるものとします。なお、上
記利率は、１年を３６５日として計算するときの適用利率となり
ます。
【利息計算式】
毎月締切日の融資残高×前回支払期日の翌日から翌支払日までの
日数×融資利率÷３６５日
【第１回目の利息計算式】
融資残高×利用日数（※）×融資利率÷３６５日
※利用日数は利用日の翌日から第１回支払日までの日数となりま
す。

第１１条（繰り上げ返済）
１．会員は、あらかじめ当社の承認を得て、当社の定めた方法によ
り、支払日前であっても融資金の一部または全部を支払うことが
できるものとします。この場合、ご利用日、または前回の支払期
日の翌日から当日まで日割計算によって計算された利息とあわせ
た金額を支払うものとします。

第１２条（費用等）
１．印紙税その他の公租公課、当社提携先のＡＴＭ等利用に伴う手
数料など、本契約の締結、債務の弁済その他本契約に関連して第
三者に支払うべき費用が生じる場合、出資の受け入れ、預り金及
び金利等の取締りに関する法律（以下「出資法」といいます。）
に反しない限度で、会員が負担するものとします。
２．前項の当社提携先のＡＴＭ等利用に伴う手数料は、下記金額を
上限としてＡＴＭ等利用手数料を会員が負担するものとします。
但し、当社が特に認めた場合は支払を免除することができるもの
とします。

ご利用金額 利用手数料
１万円 １１０円（税込）
２万円以上 ２２０円（税込）

第１３条（遅延損害金）
１．会員が、融資金等の支払いを遅滞したときは、遅滞した融資金
等のうちの元本債務に対し、年１９．９４％を乗じ、支払うべき
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日の翌日から支払日に至るまで、１年を３６５日とする日割り計
算により計算した額の遅延損害金を支払うものとします。また期
限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の翌日から完済の日
に至るまで、借入金残元金の全額に対し、当社所定の利率の割合
による遅延損害金を支払うものとします。
２．遅延損害金率は、金融情勢もしくは経済情勢の変化または関連
法令の変更その他の事情により、あらかじめ会員に通知しまたは
当社の指定するＡＴＭ等における表示その他の方法により公表し
て変更する場合があります。変更した場合の変更後の遅延損害金
率は、変更後に新規になされた借入金に対して遅延損害金が発生
する場合に適用されるものとします。

第１４条（支払い額の充当方法）
１．会員が融資金等の弁済として支払った金額の充当は、次に掲げ
るものによるものとします。
（１�）期限未到来のものと期限が到来したものがある場合には、
期限が到来したものから充当する。期限が到来したもののう
ちでは請求の古いものから充当する。

（２�）同一の請求に係るものについては、遅延損害金、利息、融
資金の順で充当する。

（３�）遅延損害金は、発生の古いものから充当する。
２．会員は、会員の支払った金額が、本規約及びその他の契約に基
づき、当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りない
ときは、会員への通知なくして、当社が適当と認める順序・方法
によりいずれの債務に充当しても、異議ないものとします。

第１５条（閏年の場合の利率等）
１．第１０条または第１３条の規定にかかわらず、各条所定の利率、
遅延損害金率は、１年を３６５日とする場合の年率とし、閏年の
場合、各条所定の利率、損害金率を３６５で除しこれに３６６を
乗じた割合が利息制限法の定める上限の利率を超える場合には、
当社が別に定める間、利息制限法の制限を超えない範囲で当社が
別に定める割合により、１年を３６５日とする日割計算を行います。

第１６条（期限の利益の喪失）
１．会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社からの通
知・催告等がなくても当然に期限の利益を失い、直ちに残債務の
全額を履行するものとします。
（１�）融資金等の支払いを１回でも遅滞したとき。ただし、利息
制限法１条１項に規定する利率を超えない範囲においてのみ
効力を有するものとします。

（２�）自ら振り出した手形・小切手が不渡りになったとき、一般
の支払いを停止したとき、または銀行取引停止になったとき。

（３）差押、仮差押または仮処分の申し立てを受けたとき。
（４）滞納処分または保全差押えを受けたとき。
（５�）破産手続開始もしくは民事再生手続開始その他これに類す
る法的倒産手続の開始が申し立てられたとき。

（６�）特定調停その他債務整理のための法的手続きのための申立
てがなされたときまたは債務整理のために弁護士、司法書士
（弁護士法人、司法書士法人を含む）その他の者に委任した
旨の通知があったとき。

（７�）第３４条１項もしくは２項のいずれかに該当した場合、ま
たは第３４条１項もしくは２項の規定に基づく確約に関して
虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであって、
当社とのカード会員契約を継続することが不適切であると当
社が認めるとき。

２．会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求に
より本規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに残債
務の全額を履行するものとします。
（１�）本契約の申込または当社に対する届出につき虚偽の申告が
あったとき。

（２�）本契約上の義務（融資金等の支払義務を除く）に違反し、
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その違反が本規約の重大な違反になるとき。
（３�）会員の経営する法人につき、破産手続開始、民事再生手続
開始、特別清算開始、会社更生手続開始その他これに類する
法的倒産手続開始の申立があったとき、特定調停、私的整理
その他の債務整理手続の開始の通知があったとき。

（４�）前項各号または前号に掲げる場合のほか、会員の信用状態
が著しく悪化したとき。

第１７条（カード等の管理における善管注意義務）
１．会員は、カードを貸与されたとき直ちにカードの署名欄に自署
し、善良なる管理者の注意をもって、カード並びにカード番号、
有効期限及び暗証番号その他カード利用時に必要となるカードそ
れに関する情報（以下「カード情報」といいます。）を第三者に
利用されることのないように管理するものとします。
２．カードの所有権は当社に属します。会員は、カードまたはカー
ド情報を記録した媒体につき、並びにそれに関する情報を他人に
貸与、譲渡、質入れ、担保提供その他の処分、もしくは第三者に
対する貸与、管理の委託その他の占有移転を行ってはならないも
のとします。また、カード情報につき、第三者に開示もしくは提
供しまたは管理を委託してはなりません。

第１８条（カードの紛失・盗難）
１．カードまたはカード番号及び暗証番号を利用して行われた借入
に係る債務については、全て会員が責任を負うものとします。た
だし登録した暗証番号の選定及び管理並びに当社からの利用確認
通知に対する認証に関し、会員に故意または過失がないことを会
員が証明した場合はこの限りではありません。
２．会員がカ－ドを紛失、及び盗難等にあったときは直ちに当社宛
まで連絡をするとともに、最寄の警察署に届け出るものとします。

第１９条（カードの再発行）
１．カードの紛失・盗難・汚損・破損・会員の暗証番号相違等によ
りカードの利用が出来なくなったとき・その他、当社の定める事
由が生じた場合は、所定の手続きを行い、当社が会員の支払状況、
本規約の遵守状況等を考慮し、適当と認めた場合に限りカードの
再発行を行います。この場合、会員は、当社が別途定める再発行
手数料を当社の判断により支払う場合があります。

第２０条（届出事項の変更・調査）
１．会員は、氏名・住所・メールアドレス・電話番号・勤務先・職
業・年収・支払預金口座等に変更が生じた場合は、遅滞なく所定
の届出書により、当社に通知するものとします。なお、届出に必
要な相当の期間内に届出事項変更の連絡がない場合はカードの利
用停止措置等当社が適当と認める措置をとることがあります。
２．会員は、前項の氏名及び住所変更の通知を怠った場合、当社か
らの通知または送付書類等が延着または不到着となっても当社が
通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものと
します。ただし、変更の通知を行わなかったことについて、やむ
を得ない事情があるときは、この限りではないものとします。
３．会員は、その財産、収入、信用（住民票の取得を含みます。）
等を当社または当社の委託する者が調査しても何ら異議ないもの
とします。

第２１条（支払口座の変更）
１．前条の規定にかかわらず、会員が融資金等の支払のための金融
機関口座の変更を希望する場合は、当社に届け出るものとします。
係る届出は、当社所定の口座振替依頼書に必要事項を記載し、当
該金融機関届出の取引印を捺印して行うものとします。
２．前項の届出が遅滞した場合、または届出手続に不備がある場合、
その他変更の手続きが完了していない場合、会員は、変更前の金
融機関口座宛に自動振替手続がとられること、当該口座からの自
動振替により支払がなされない場合にはカードによる借入が停止
される場合があることをあらかじめ承諾します。
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第２２条（会員の再審査・カードの利用・貸与の停止等）
１．当社は、会員に対して入会後定期、不定期の再審査を行うこと
があります。当社が再審査を行うに際して、会員は、当社から請
求があれば当社の求める資料などの提出に応じるものとします。
２．当社は、会員が前項の資料の提出に応じないとき、会員が本契
約もしくは当社と別に締結する契約に違反しもしくは違反するお
それがあるとき、貸金業法に定める個人過剰貸付契約の締結の禁
止その他の貸金業法等の規制に違反することとなるとき、または
会員の当社に対する債務負担もしくはその履行の状況が会員の信
用に照らして適当でないと当社が認めたときは、何らの通知・催
告等がなくとも、カード利用可能額の変更または新規借入停止の
措置をとることができるものとし、またはカードの返却を請求す
ることができるものとします。
３．前項の場合において、会員が本契約に違反し、または会員の当
社に対する債務の負担もしくはその履行の状況が会員の信用に照
らして適当でない場合には、当社は、会員に対して催告すること
なく、ＡＴＭ等を利用してカードの回収を行うことができるもの
とします。
４．カードについて、偽造その他の悪用による損害の発生またはそ
の拡大を防止するために当社が必要と認めた場合、会員は、カー
ドの差し替えに協力するものとします。
５．当社は、会員のカード利用に際し、第三者による不正利用の可
能性があると判断した場合、会員へ事前に通知することなく、利
用を制限または断る場合があります。�

第２３条（法令に定める書面等の提出）
１．当社は、貸金業法の定めに基づき、会員に対し、同法で定める
資力を明らかにする事項を記載した書面等の提出を求めることが
でき、会員はこれに応じるものとします。
２．会員が第１項に違反する場合には、当社は、何らの通知催告な
くして、新規借入停止の措置をとることができるものとします。

第２４条（本契約の期間及び退会）
１．本契約は期間に定めのないものとします。
２．会員は、いつでも退会を申し出ることができるものとします。
会員が都合により退会するときは、当社所定の届け出をするとと
もに、会員のカードを返却するものとします。この場合、当社に
対する残債務がある場合は、その全額が完済されたときをもって
退会したものとします。

第２５条（会員資格の喪失及び退会）
１．当社は、会員が次の各号のいずれかに該当したとき等、当社が
会員として適当でないと認めたときは、何らの通知・催告等がな
くともいつでも会員資格を取り消すことができます。この場合、
会員は直ちにカードを返却し、本規約に定める支払期限に関わら
ず直ちに期限の利益を失い、当社に対する残債務の全額を返済す
るものとします。
（１）第１６条第１項・第２項のいずれかに該当したとき
（２）会員の存在が不明になったとき、または会員の意思によらず
入会したことが明らかになったとき

（３）第１条、第１条の２、第２３条、第３４条６項のいずれかの
確認事項・申告事項に虚偽または故意に著しく事実に反する申
告または届出をしたとき、または当該事項に虚偽または故意に
著しく事実に反する申告または届出がなされたと当社が判断し
たとき

（４）第３４条６項に基づく確認に正当な理由なく応じないとき、
指定した期日までに所定の確認書類の提出に応じないとき、ま
たは、確認の結果、合理的な理由が無いと当社が判断したとき

（５）当社（当社が業務委託する者を含みます。）の従業員に対し
て次の①から⑤に掲げる行為その他の当該従業員の安全や精神
衛生等を害するおそれのある行為をしたとき（第三者を利用し
て行った場合を含みます。）

－７－



①暴力、威嚇、脅迫、強要
②暴言、性的な言動、ハラスメント行為、誹謗中傷、ストーカー
行為その他人格を攻撃する言動
③人種、民族、門地、職業その他の事項に関する差別的言動
④長時間にわたる拘束、執拗な問い合わせ
⑤金品の要求、特別対応の要求、実現不可能な要求、その他内容
もしくは態様が社会通念に照らして著しく不相当と認められる
要求等

（６）前各号の他、本規約または関連特約の違反により当社との信
頼関係を著しく害する行為をなしたとき

２．会員が死亡した場合は当然に会員資格を喪失します。また、会
員の親族等から会員が死亡した旨の申し出があった場合も同様と
します。
３．会員が、犯罪による収益の移転防止に関する法律（同法施行令、
施行規則を含む）に定めるところにより、外国政府等において重
要な地位を占める者及びその家族に現に該当しまたは該当するこ
ととなった場合、あるいは過去に該当していた場合は、当社は会
員資格を取り消すものとします。

第２６条（規約の変更）
当社は、合理的な期間の予告期間を設けて、会員に対してあらかじ
め通知し、又は当社のウェブサイトにおいて変更内容を告知するこ
とにより、本規約を変更することができるものとします。
第２７条（債権譲渡の承諾）
当社が必要と認めた場合、事前に通知することなく当社は本規約に
基づく債権、並びにこれに付帯する一切の権利を第三者に担保に差
し入れ、または譲渡すること（信託の設定による担保差し入れ、ま
たは譲渡を含みます。）、及び当社が譲渡した債権を再び譲り受ける
ことがあります。
第２８条（業務委託）
１．カード利用による支払金等の集金業務の一部は、三越伊勢丹ホ
ールディングス企業グループ等が代行して行う場合があります。
２．カード利用による支払金等の支払いに関して、会員が当社が別
に指定する金融機関に開設された口座からの自動振替を希望する
場合、会員の指定預金口座から自動振替の方法により、収納代行
会社三菱ＵＦＪファクター株式会社（以下「三菱ＵＦＪファクタ
ー」といいます。）を通じて当社に支払うものとします。この場合、
三菱ＵＦＪファクターへの入金のときを当社へのお支払いのとき
とします。なお、振替処理は三菱ＵＦＪファクター名義で行われ
ることをあらかじめ了承するものとします。この場合、支払期日
は、第９条の規定に関わらず、締切日の属する月の２７日とし、
支払期日が当該金融機関の休業日である場合には、当該金融機関
の翌営業日とします。当社は、三菱ＵＦＪファクターを通じて支
払がなされる場合、口座振り替え手続が完了するときまでに会員
に対し書面により（ただし、会員の同意を得ている場合には電磁
的記録の送付により）その旨を通知するものとします。

第２９条（融資明細書送付の承諾）
会員は、会員がカードを利用して金銭を借入れまたは返済した場合、
会員の届出自宅住所へ貸金業法第１７条第１項及び第１８条第１項
に定める書面に代えて、貸金業法第１７条第６項及び第１８条第３
項に基づき、一定期間における貸付け・返済その他取引状況を記載
した融資明細書を送付することをあらかじめ承諾するものとします。
なお、融資明細書に記載する、返済期間、返済回数及び返済金額等
は、当該書面に記載された内容以外にローンエムアイカードの利用
による金銭の借入または返済がある場合、変動することがあります。
第３０条（勧誘の承諾）
会員は、ローンエムアイカードその他融資商品に関し、当社から勧
誘を受けることをあらかじめ同意するものとします。なお、勧誘を
拒否する場合は、会員は当社に申し出のうえ勧誘中止に関する所定
の手続きを行うものとします。当社は会員からの申し出に対し、会
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員に個別に発送される案内物を送付すること、個別に電話等で勧誘
を行うこと等を停止するものとします。
第３１条（キャッシングサービス利率変更に関する特約）
１．当社は、当社と会員の間で別に契約するカードにキャッシング
サービスが付帯されている場合、キャッシング利用可能額とロー
ンエムアイカードのカード利用可能額の合計金額により、キャッ
シングサービスの実質年率を１４．９５％に変更する場合があり
ます。
２．キャッシングサービスの実質年率を変更した場合は、変更後の
新規利用分から適用するものとします。

第３２条（準拠法）
会員と当社との本規約に関する準拠法は、全て日本法が適用される
ものとします。
第３３条（合意管轄裁判所）
会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額の如何に関わらず、
会員の住所地または当社の本社、営業所を管轄する簡易裁判所及び
地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第３４条（反社会的勢力の排除・「犯罪による収益の移転防止に関す
る法律」に関する事項）
１．カードの申込者（本契約成立後は会員、以下１項から６項まで
において同様とします）は、申込者が、現在、次のいずれにも該
当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する
ものとします。
（１）暴力団
（２）暴力団員及び暴力団員でなくなった時から５年を経過しない
者

（３）暴力団準構成員
（４）暴力団関係企業・団体及び当該企業・団体の役員・従業員等
（５）総会屋等
（６）社会運動等標ぼうゴロ
（７）特殊知能暴力集団等の構成員
（８）テロリスト等
（９）日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象とし
て指定する者

（１０）その他前各号に準ずる者（以下１号ないし本号に該当する
者を総称して「暴力団員等」という）

（１１）暴力団員等の共生者（以下の①～④のいずれかに該当する
者）
①暴力団員等が、実質的に経営を支配しているもしくは関与して
いると認められる関係を有する者、または当該関係を有する者
が法人等である場合には当該法人等に所属する者
②自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に
損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用
していると認められる関係を有する者
③暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するな
ど、暴力団の維持、運営に協力し、または関与をしていると認
められる関係を有する者
④暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
２．申込者は、自らまたは第三者を利用して当社または当社の提携
先に対し、次のいずれかに該当する行為を行わないことを確約す
るものとします。
（１）暴力的な要求行為
（２）法的な責任を超えた不当な要求行為
（３）取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
（４）風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を
毀損し、または当社の業務を妨害する行為

（５）その他前各号に準ずる行為
３．当社は、申込者が前２項の規定に違反している疑いがあると認
めた場合には、申込者によるカードの入会申込みを謝絶、または
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本規約に基づくカードの利用を一時的に停止することができるも
のとします。カードの利用を一時停止した場合には、当社が利用
再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものと
します。
４．申込者が本条１項もしくは２項に定める事項に反すると具体的
に疑われる場合には、当社は、申込者に対し、当該事項に関する
調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、
申込者は、これに応じるものとします。
５．申込者が第１６条１項７号の事由に該当し、第１６条１項また
は第２５条１項の規定が適用されたことにより、申込者に損害ま
たは費用が生じた場合でも、申込者は、当該損害等について当社
に請求をしないものとします。
６．当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律（以下「犯
罪収益移転防止法」といいます。）」に基づき、当社が必要と認め
た場合には、会員に通知することなくカード利用の停止措置等の
利用制限を行うことができるものとし、会員の情報および具体的
なカードの利用内容等を適切に把握するため、提出期限を指定し
て当社所定の本人確認資料や資産及び収入の状況等に関する所定
の書類の提出を求め、本人確認や取引目的等の確認を実施するこ
とがあり、会員は、当該本人確認や取引目的等の確認に応じるも
のとします。
また、当社は、当該本人確認や取引目的等の確認に際し、提出期
限を指定して会員に回答を求めた場合で、会員から正当な理由な
く指定した期限までに回答いただけない場合は、カードの利用を
制限することができるものとします。
（１）本項の「必要と認めた場合」とは会員のカード利用・取引内
容について、以下のいずれかに該当するおそれがあると当社が
認めた場合をいいます。
①犯罪収益移転防止法施行令第１２条（厳格な顧客管理を行う必
要が特に高いと認められる取引）に抵触するカード利用・取引
②犯罪収益移転防止法施行規則第５条（特別の注意を要する取引）
に抵触するカード利用・取引
③犯罪収益移転防止法第８条に基づき当社が届出を要すると認め
た場合
④上記①～③に類似すると当社が認めたカード利用・取引
（２）日本国籍を保有せず本邦に居住する会員は、当社の求めに応
じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当社所定の方
法により届け出るものとします。会員が当社に届け出た在留期
間が超過した場合、カード利用を制限することができるものと
します。

（３）本項の確認の結果、１号の①から④に該当するおそれがある
カード利用・取引に合理的な理由があると当社が認めた場合、
当社は速やかに前各号のカード利用等の制限を解除します。
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個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意条項
第１条（個人情報の収集・保有・利用・提供、預託）
会員（申込者を含みます。以下同じ）は、株式会社エムアイカード
（以下「当社」といいます。）が、会員の個人情報（本条（１）に
定めるものをいいます。）につき必要な保護措置を講じたうえで以
下の個人に関する情報（以下「個人情報」といいます。）を収集し、
利用することに同意するものとします。
（１）

企業名 利用目的 利用情報 連絡先等

株式会社
エムアイカ
ード

https:
//www.
micard.co.jp

�①�本規約（本申し込みを含みま
す。以下同じ）に基づく与信業
務（再審査を含みます。）及び
債権管理業務等

ⅰ）ⅱ）
ⅲ）ⅳ）
ⅴ）ⅵ）
ⅶ）ⅷ）

東京都中央
区晴海
１－８－
１２お客さ
まサービス
センター
０５７０－
０５－
２２１１

②�クレジットカード事業等当社事
業（当社の具体的な事業内容に
ついては当社所定の方法［当社
ホームページ等］によって告知
します。）及び当社が提携する
企業、加盟店その他の第三者か
ら受託して行う当該第三者の事
業に関する下記の宣伝印刷物の
送付等営業案内
◦�各種商品（キャッシング、ロー
ン、保険、信託業務に関する併
営業務に係る契約締結の媒介
等）・サービスの案内
◦�商品・サービス、加盟店の案内
◦�催事（会員特別招待会等）案内
◦�通信販売

ⅰ）ⅱ）
ⅲ）ⅴ）

③�クレジットカード事業等当社事
業及び当社が提携する企業、加
盟店その他第三者から受託して
行う当該第三者の事業に関する
マーケティング分析、市場調査
（アンケートのお願い等）、商品
開発

ⅰ）ⅱ）
ⅲ）ⅴ）

④�クレジットカード事業等当社事
業における付帯サービスの提
供、当社が提携する企業が行っ
ている事業における付帯サービ
ス（ポイント等特典の付与を含
みます。）の提供及び同提供の
ために必要な措置の実施（ⅰ及
びⅱの情報を当該提携先企業に
提供することを含みます。）

ⅰ）ⅱ）
ⅲ）ⅴ）

※宣伝印刷物の送付等営業案内並びに市場調査及び付帯サービス
の提供の方法には、電子メール、ショートメッセージサービス
等の電磁的方法による送信を含みます。
　ⅰ）�申込書等に記載された会員の氏名、性別、生年月日、住所、

電話番号、住居状況、家族構成、勤務先、メールアドレス
等の属性に関する情報（これらの情報に変更が生じた場合、
変更後の情報を含みます。以下同じ）

�　ⅱ）�会員の申込日、入会日、利用商品名、利用金額、支払回数
等会員と当社の契約内容に関する情報、及び宣伝印刷物送
付の可否に関する情報

　ⅲ）�会員（申込者を含みます。以下同じ）のカード利用残高、
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支払状況等、現在の状況及び履歴に関する情報
　ⅳ）�当社が収集した他のクレジット等の利用履歴、過去の債務

の返済状況等支払能力判断のための情報
　ⅴ）�本会員が申告した資産、負債、収入、支出等個人の経済状

況に関する情報
　ⅵ）�本人確認のため、当社が必要と認めた場合に提示したマイ

ナンバーカード、運転免許証、パスポート等の写し及び「犯
罪による収益移転防止に関する法律」で定める書類等の記
載確認事項等本人を確認するために得た情報

　�ⅶ）住民票等本人を特定できる書類を取得した場合はその内容
　ⅷ）官報、電話帳等一般に公開されている情報
（２）当社が当社の事務（情報保管、情報処理その他コンピュータ
事務、代金決済事務及びこれらに関連付随する事務等を含む）
を第三者に業務委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を
講じたうえで、業務の遂行に必要な範囲において、会員の個人
情報を当該委託先企業に預託すること。

第２条（信用情報機関への登録・利用）
１．会員は、当社が本規約に係る取引上の判断にあたり、会員の支
払能力の調査をするため、当社が加盟する信用情報機関（個人の
支払能力に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提
供を業とする者）及び当該機関と提携する信用情報機関に照会し、
会員及び会員の配偶者の個人情報（官報情報等を含みます。）が
登録されている場合には、それを利用することに同意するものと
します。
　尚、前述の信用情報機関に登録されている個人情報は、割賦販売
法及び貸金業法により、支払能力の調査以外の目的のために利用
しません。
２．会員は、会員の本規約に関する客観的な取引事実に基づく信用
情報が、当社の加盟する信用情報機関に次表に定める期間登録さ
れ、当社が加盟する信用情報機関及び当該機関と提携する信用情
報機関の加盟会員により、会員の支払能力に関する調査の目的の
みに利用されることに同意するものとします。

登録情報
登録期間

（株）シ－・アイ・シ－（株）日本信用情報機構

a.��氏名・生年月日
・住所・電話番
号・勤務先・運
転免許証の番号
・本人確認資料
の記号番号等の
個人情報

左記欄ｂ、ｃ、ｄの登録情報のいずれかが
登録されている期間

b.��本規約に係る申
し込みをした事
実

当社が当該信用情報機関に照会した日より
６カ月を超えない期間

c.��本規約に関する
客観的な取引事
実

契約期間中及び契
約終了後５年を超
えない期間

契約期間中及び契
約終了後５年を超
えない期間（但し、
債権譲渡の事実に
かかわる情報につ
いては当該事実の
発生日から１年以
内）
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d.��本規約に基づく
債務の支払いを
延滞等した事実

契約期間中及び契約
終了後５年間

契約期間中及び契約
終了後５年以内

※当社が加盟する信用情報機関が、貸金業法第４１条の１３第１
項、または割賦販売法第３５条の３の３６第１項による指定を
受けた場合、当該指定信用情報機関は、他の指定信用情報機関
の加盟会員の依頼に応じ、当該指定信用情報機関に登録された
個人情報を加盟会員に提供します。
※会員は、当社が加盟する信用情報機関に登録されている個人情
報に係る開示請求又は当該個人情報に誤りがある場合の訂正、
削除等の申立てを、当該信用情報機関が定める手続き及び方法
によって行うことができます。

３．当社が加盟する信用情報機関の名称・電話番号は以下のとおり
です。
　また、本契約期間中に新たに信用情報機関に加盟し、登録・利用
する場合は、別途書面により通知し、同意を取得するものとしま
す。
名称：�株式会社シー・アイ・シー（貸金業法に基づく指定信用情報

機関）
電話：０５７０－６６６－４１４
ホームページアドレス：https://www.cic.co.jp/
※株式会社シー・アイ・シーの加盟資格、加盟企業等の詳細は、
前述の同社が開設しているホームページを参照ください。

名称：�株式会社日本信用情報機構（貸金業法に基づく指定信用情報
機関）

電話：０５７０－０５５－９５５
ホームページアドレス：https://www.jicc.co.jp/
※株式会社日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業等の詳細は、
前述の同社が開設しているホームページを参照ください。

４．当社が加盟する信用情報機関が提携する信用情報機関は、下記
のとおりです。

＜株式会社シー・アイ・シーが提携する信用情報機関＞
提携する信用情報機関に関する問い合わせは、株式会社シー・アイ・
シーへ問い合わせください。
名称：全国銀行個人信用情報センター
電話：０３－３２１４－５０２０
ホームページアドレス：https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業等の詳細
は、前述の同情報センターが開設しているホームページを参照
ください。

名称：株式会社日本信用情報機構
電話：０５７０－０５５－９５５
ホームページアドレス：https://www.jicc.co.jp/
＜株式会社日本信用情報機構が提携する信用情報機関＞
提携する信用情報機関に関する問い合わせは、株式会社日本信用情報
機構へ問い合わせください。
名称：全国銀行個人信用情報センター
電話：０３－３２１４－５０２０
ホームページアドレス：https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
名称：株式会社シー・アイ・シー
電話：０５７０－６６６－４１４
ホームページアドレス：https://www.cic.co.jp/
５．当社が、３項に記載されている信用情報機関に登録する情報は、
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運
転免許証の番号、本人確認書類の記号番号、申込記録、契約の種
類、契約日、商品名、利用可能額、支払回数、利用残高、割賦残
高、年間請求予定額、月々の支払状況、完済、延滞、支払停止の
抗弁の申し出事実、債権回収等の情報となります。
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６．本会員は、当社が、当社が加盟する以下の信用情報機関から電
話接続状況履歴（全国の固定電話及び携帯電話の接続状況調査結
果の履歴で、調査年月日、電話接続状況、移転先電話番号が含ま
れています。）の提供を受け、個人データとして取得し、支払能
力の調査にのみ利用することに同意するものとします。

＜当社が電話接続状況履歴を取得する信用情報機関＞
名称：株式会社日本信用情報機構
電話：０５７０－０５５－９５５
ホームページアドレス：https://www.jicc.co.jp/
第３条（個人情報の債権譲渡・担保提供に伴う提供）
当社が債権譲渡または担保提供をすることに伴い、第１条（１）ⅰ
～ⅷ�の情報を譲受人に提供すること、及び、譲受人においては譲受
債権の管理回収にあたってその情報を利用することに会員は予め同
意するものとします。
尚、譲受人は金融機関・信託会社・機関投資家・特定目的会社・そ
の他これらに類するものに限るものとします。
第４条（個人情報の公的機関等への提供）
会員は、当社が各種法令の規定により公的機関等から個人情報の提
出を求められた場合、及びそれに準ずる公共の利益のため必要があ
る場合に公的機関等へ個人情報を提供することに同意するものとし
ます。
第５条（宣伝印刷物の送付等営業案内中止の申し出）
会員は、当社に、第１条（１）②に定める宣伝印刷物の送付等営業
案内に対する中止の申し出をすることができます。申し出先は、本
規約末尾に記載の【お問い合わせ・ご相談窓口】とします。
但し、基本的な融資業務を行うために必要な案内、利用明細書、カ
ード、会員誌等に同封されるパンフレット類については送付停止の
対象にはなりません。
第６条（個人データの開示・訂正・削除等）
１．会員は、当社に対して、会員自身の個人データその他法令で当
社に開示が義務づけられている情報を開示するよう請求ができま
す。
２．個人データの開示請求により、万一登録内容が不正確または誤
りであることが明らかになった場合には、当社は、速やかに当社
が保有する当該個人データの訂正または削除に応じるものとしま
す。
３．会員は、個人データの開示・訂正・削除等については、本規約
末尾記載の【お問い合わせ・ご相談窓口】に届け出るものとしま
す。開示等の手続き（受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料
等）の詳細について回答します。
　また信用情報機関へ開示を求める場合には、第２条３項記載の信
用情報機関へ連絡するものとします。

第７条（本同意条項に不同意の場合）
当社は、本会員が申込書に必要な記載事項の記載を希望しない場合
や本規約に定める個人情報の取り扱いについて同意できない場合は、
入会を断ることや、退会の手続きをすることがあります。
尚、第５条に定める宣伝印刷物の送付等営業案内に対する中止の申
し出があっても、これを理由に入会を断ることや退会の手続きをと
ることはありません。
第８条（本契約が不成立の場合）
当社が入会を承認しない場合であっても、入会申し込みをした事実
は、第１条、第２条の定めに基づき、当該契約の不成立の事由の如
何にかかわらず一定期間利用されますが、それ以外に利用されるこ
とはありません。
第９条（条項の変更）
当社は、合理的な期間の予告期間を設けて、本会員に対してあらか
じめ通知し、または当社のウェブサイトにおいて変更内容を告知す
ることにより、本同意条項を変更することができるものとします。
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■個人情報管理責任者
当社では個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として、個人情
報管理責任者（コンプライアンス担当役員）を設置しております。

【お問い合わせ・ご相談窓口】
●�ローンエムアイカードについては、下記担当までお問い合わせくだ
さい。
株式会社エムアイカード
ローンエムアイカードお問い合わせ窓口
０３－６６２７－０８９２
〒１０４－６２１２　東京都中央区晴海１－８－１２
ホームページアドレス　https://www.micard.co.jp
登録番号　関東財務局長　第００７４７号
日本貸金業協会会員　第００１６８０号

●�個人情報の開示、訂正、削除の申し出及び宣伝印刷物送付等営業案
内中止の申し出等個人情報についてのお問い合わせは
株式会社エムアイカード　お客さまサービスセンター
０５７０－０５－２２１１

カード紛失・盗難のお届けは  ０３－６６２６－０３３８
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ローンエムアイカード貸付条件（商品概要）
ご利用前に必ず本規約の各条項と貸付条件（商品概要）を
ご確認ください。

■ローンエムアイカード貸付条件（商品概要）

50万円
コース

100万円
コース

200万円
コース

300万円
コース

利用可能額 50万円 100万円 200万円 300万円
実質年率（注１） 14. 80％ 14. 80％ 12. 00％ 8. 00％
返済期間 1～43ヵ月 1～59ヵ月 1～59ヵ月 1～54ヵ月
返済回数 1～43回 1～59回 1～59回 1～54回
遅延損害金（注１）年率：19. 94％
返済日 毎月２６日（一部金融機関により２７日）

返済方式 一回払い　または　リボルビング払い（残高ス
ライド方式）

返済方法（注２） 原則：口座振替
その他、当社指定口座への振込みでも承れます。

担保・保証人 不要
資金使途 自由（但し、事業用途は除きます）

（注１�）前述利率は１年を３６５日として計算したときの適用利率と
なります。

（注２�）金融機関が休業日の場合は、翌営業日が返済日となります。

■リボルビング払い（残高スライド方式）

締切日の残高
（既請求分を除く）

50万円
コース

100万円
コース

200万円
コース

300万円
コース

～� � 200, 000円 10, 000円 10, 000円

30, 000円 40, 000円
～� � 300, 000円 15, 000円 15, 000円
～� � 400, 000円 20, 000円 20, 000円
～� � 500, 000円 25, 000円 25, 000円
～� � 700, 000円 ― 30, 000円

40, 000円 60, 000円
～1, 000, 000円 ― 50, 000円
～1, 500, 000円 ― ― 50, 000円 70, 000円
～2, 000, 000円 ― ― 60, 000円

80, 000円
～3, 000, 000円 ― ― ―

請求金額が、各コースの最低返済金額未満の場合は、その請求金額を
全額支払うものとします。
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■主な返済例（概算例）

利用金額 500, 000円 1, 000, 000円 2, 000, 000円 3, 000, 000円
返済金額 619, 606円 1, 271, 914円 2, 565, 670円 3, 513, 227円
内お利息 119, 606円 271, 914円 565, 670円 513, 227円
返済期間 43ヵ月 59ヵ月 59ヵ月 54ヵ月
返済回数 43回 59回 59回 54回

前述の利用金額を７月６日にリボルビング払いで利用し、毎月２６日
にご返済いただいた場合で、且つ返済期間中に新たな借入を行わない
場合の返済例（概算）となります。

貸付条件（商品概要）の確認をし、計画的な借り入れを行い、借りす
ぎにご注意ください。
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利用明細書（兼融資明細書）送付に関するお知らせ

貸金業法並びに本会員規約第２９条に基づいて、ローンエムア
イカードを利用の会員に、利用または返済の都度交付する内容
を記載した書面に代えて「利用明細書（兼融資明細書）」（貸金
業法第１７条第６項・第１８条第３項の各項目を記載）を、登
録の自宅住所宛に１ヵ月に１回送付いたします。予めご了承く
ださい。

■記載事項
ご契約の内容：契約日・利用可能額・融資利率・融資残高・
　　　　　　　返済総額・返済期間・返済回数等
ご利用内容　：前月６日から当月５日までの新規貸付日・
　　　　　　　貸付金額・返済日・返済金額等

■郵送日（交付日）毎月中旬

日本貸金業協会　貸金業相談・紛争解決センター
０５７０－０５１－０５１
（受付時間　午前９時～午後５時
　　　　　　土・日・祝日、年末年始を除く）
〒１０８－００７４　東京都港区高輪３－１９－１５
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